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医療法・各種調査データから見た精神科病院の特徴 

１．医療法上における精神科病院の位置づけ 
病床数による

区分 病床種別 医療法上の定義

19床
以下 診療所

療養病床 診療所に病床を設けようとする場合は、
一般病床又は療養病床の許可を受けることが必要一般病床

20床
以上 病院

精神病床 精神疾患を有する者を入院させるための病床

結核病床 結核の患者を入院させるための病床

感染症病床
感染症法に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除
く）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新
感染症の患者を入院させるための病床

療養病床 主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるため
の病床

一般病床 精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床

地域医療支援病院
救急医療の提供、施設やMRI等高度医療機器の共同利用、地域医療従
事者の研修等の機能を通じ、地域医療の確保のために地域医療機関の支
援を行なう病院

特定機能病院 高度な医療提供、高度な医療技術の開発・評価・研修を行う病院  
(１)病床数が 19 床以下の医療機関は診療所、20床以上の医療機関は病院となります。 

(２)医療法では、上記の通り 5 種類（①精神病床、②結核病床、③感染症病床、④療養病床、⑤

一般病床）の病床種別が定められており、病院の開設や診療所に病床を設けようとする場合及

び病床数や病床の種別を変更しようとする場合等は、都道府県知事等の許可を得る必要があ

ります。また、有床診療所の病床は、一般病床又は療養病床しか許可を得ることができません。

そのため、有床診療所は精神病床を有することはできません。 

(３)精神病者を収容する施設というイメージを払拭するため、平成 18年 12 月 23 日に「精神病院

の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律」が施行されました。 

精神保健福祉法等の「精神病院」という用語を「精神科」という診療科名を用いて、「精神科

病院」という用語に改められ、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化を促すととも

に、患者が受診しやすい環境づくりが図られました。そのため、精神科病院は精神病床（精神

疾患を有する者を入院させるための病床）を有する精神科医療を担う病院となります。 

(４)その他、医療法では、①特定機能病院(高度な医療提供、高度な医療技術の開発・評価・研修

を行う病院)、②地域医療支援病院(救急医療の提供、施設やＭＲＩ等高度医療機器の共同利
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用、地域医療従事者の研修等の機能を通じ、地域医療の確保のために地域医療機関の支援を行

う病院)が定められています。 

病院に関する主な構造設備の基準及び人員の標準
一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床

定 義

精神病床、感染

症病床、結核病

床、療養病床

以外の病床

主として長期にわたり
療養を必要とする患
者を入院させるため
の病床

精神疾患を有する者を入院させるた

めの病床

感染症法に規定
する一類感染症、
二類感染症(結核
を除く）及び新感
染症の患者を入
院させるための
病床

結核の患者を入

院させるための

病床1)大学病院等

※１

１）以外の病院

（精神科病院）

人員配置

基準

医師 １６：１

薬剤師 ７０；１

看護職員 ３：１

医師 ４８：１

薬剤師 150；１

看護職員 ４：１

看護補助者 ４：１

理学療法士及び作業

療法士 病院の実情

に応じた適当数

医師 １６：１

薬剤師 ７０；１

看護職員 ３：１

医師 ４８：１

薬剤師 150；１

看護職員※2 ４：１

医師 １６：１

薬剤師 ７０；１

看護職員 ３：１

医師 １６：１

薬剤師 ７０；１

看護職員 ４：１

（各病床共通）

・歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1

・栄養士 病床数100以上の病院に１人

・診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実情に応じた適当数

（外来患者関係）

・医師40：1 ⇒（精神科、眼科、耳鼻咽喉科 ８０：１）

・歯科医師病院の実情に応じた適当数

・薬剤師外来患者に係る取扱処方せん75：１

・看護職員30：1

※１ 大学病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する
100床以上の病院（特定機能病院を除く。）のことをいう。

※2 当分の間、看護職員5：1、看護補助者を合わせて4：1

出典：第14回社会保障審議会医療部会資料（平成22年12月2日）を加工して作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xp9o.html

大学
（特定機能病院）

医師 ８：１
薬剤師 ３０：１
看護職員 ２：1

＜外来＞
医師 ２０：１
薬剤師 ８０：１
看護職員 ３０：1

【 図１ 】

病床種別ごとの入院患者又は外来患者（取扱い処方せん）に対する人員配置基準は、 

図 1 のようになります。 

○精神科病院、一般病院の医師数、看護職員数(看護師数及び准看護師数)、薬剤師数は、 

図 2 の式で算出されます。 

○入院患者に係る医師配置の基準は、図 2の A 及び Bが 52 までは 3人、A及び Bが 

52 を超える場合は図 2の式で算定されます。例えば、100 床の精神病床で、かつ、 

外来患者が 1 人もいなければ、一般病院は 6人必要となりますが、精神科病院は一 

般病院とは異なり、入院患者数を 3で除して計算するため、3 人でよいことになり 

ます。 

○精神科外来患者に係る医師配置の基準は、医療法施行規則の一部を改正する省令の 

施行により、平成 26 年 4月 1 日から医師 1 人当たりの外来患者数の標準が 40 人か 

ら 80 人と改められ、眼科及び耳鼻咽喉科と同じ算出方法となりました。平成 26年 4

月 1 日から改正精神保健福祉法が施行され、精神障害者の地域移行を進めるための方

向性の１つに外来医療の提供体制の整備･充実を推進するため、その内容が反映され

ています。 

○看護職員数は、一般病院は入院患者 3人に対して看護職員が 1人必要となりますが、 

精神科病院は入院患者 4人に対して看護職員を１人配置すればいいことになります。 

なお、当分の間、看護職員は、患者 5 人対して 1人の基準を確保し、看護補助者と 

合わせて患者４人に対して１人の基準でも認められています。 

○薬剤師数は、一般病院は入院患者 70人に対して 1 人必要となりますが、精神科病院 

は入院患者 150 人に対して 1 人の配置となっています。 
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【図２ 医師数・看護職員数・薬剤師数の算定式】 

 精神科病院(右記以外) 一般病院併設精神病床 （図１の※1） 

医師数 
(A－52)／16＋3 

A=入院患者数／3＋精神科外来患者数／5 

(B－52)／16＋3 

B=入院患者数＋精神科外来患者数／5 

看護職員数 入院患者数／4＋外来患者数／30 入院患者数／3＋外来患者数／30 

薬剤師数 入院患者数／150＋外来処方せん数／75 入院患者数／70＋外来処方せん数／75 

【留意点】 

(１)精神科には診療報酬上の精神療養病棟入院料を算定する病棟がありますが、医療法での

療養病床には該当しません。 

(２)厚生労働省の医療施設調査（令和元年）では、精神病床を有する病院は 1,624 軒で、精

神病床のみを有する精神科病院は、1,054 軒です。 

２．地域医療計画における精神科病院の位置づけ 

一次医療圏

二次医療圏

三次医療圏

かかりつけ医機能を持った医師の
存在する範囲

主として一般病床の整備を図る地域単位

特殊・専門・高度先進医療の整備
を図る地域単位

335医療圏

原則：都道府県

北海道のみ6医療圏

、結核病床数区分単位 都道府県精神病床

 
(１)地域医療計画は昭和 60年の改正で制度化されました。全国に医療計画の単位となる区域

である医療圏を設定し、医療圏単位に必要な基準病床数を算定しています。 

(２)医療圏は、提供される医療の内容によって 3つに区分されています。 

一次医療圏 かかりつけ医機能を持った医師の存在する範囲であり、二次医療圏のよう

に明確な地区範囲の指定はありませんが、病院・診療所の外来医療におけ
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る診療圏が該当すると考えられます。 

二次医療圏 主として一般病床(特殊な医療除く)の整備を図るべき地域単位であり、現

在 335 医療圏に区分されています。(令和 2年 4月現在) 

なお、精神科救急医療システム整備事業における各都道府県の精神科救急

医療圏の圏域数の合計は 149 となっています。(令和元年) 

三次医療圏 主として特殊・専門的な医療を提供する病床及び高度先進的な医療提供 

の整備を図るべき区分です。原則都道府県ごとに 1 医療圏となっています

が、北海道のみは 6 医療圏で、三次医療圏の合計は 52医療圏となっていま

す。（平成 2年 4 月現在） 

(３)精神病床及び結核病床の医療圏は都道府県単位となっており、都道府県単位毎に基準病

床数が算定されます。なお、現在の精神病床数は全国で 326,666 床となっています。 

(令和元年医療施設調査) 

 

３．精神科の入院及び外来の疾病別構成 

推計患者数における入院・外来別の疾病別割合

3.7

9.2

14.7

16.4

2.3

4.2

19.7

50.9

28.1

9.9

18.6

1.8

8.1

5.2

4.8 

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外来

入院

血管性及び詳細不明の

認知症

アルツハイマー病

精神作用物質使用による

精神及び行動の障害

統合失調症，統合失調症

型障害及び妄想性障害

気分［感情］障害（躁う

つ病を含む）

神経症性障害，ストレス関

連障害及び身体表現性障

害
その他の精神及び行動

の障害

てんかん

出典：厚生労働省・平成29年患者調査を加工して作成
（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450022&tstat=000001031167）  

(１)精神科の入院患者構成は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害が圧倒的に

高く 50.9％を占めています。2 番目はアルツハイマー病 16.4％、3 番目は気分障害(う

つ病含む)9.9％、4 番目は血管性及び詳細不明の認知症 9.2％となっており、この 4疾

患で 86.4％を占めています。疾病別内訳の推移では、統合失調症の患者が徐々に減少

していますが、認知症関連の疾患が増加しています。 

(２)精神科の外来患者構成は、気分障害(躁うつ病含む)が急激に増加しており、一番高く

28.1％を占めています。2 番目は統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害が
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19.7％、3番目は神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害が 18.6％、4 番

目はアルツハイマー病が 14.7％となっており、この 4 疾患で 81.1％を占めています。 

(３)入院と外来の患者構成比を比較すると、外来では統合失調症、統合失調症型障害及び

妄想性障害神経症障害の構成比が低くなっている反面、気分障害(うつ病含む)と神経

症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害の構成比が高くなっています。 

(４)入院で統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害神経症障害の構成比が多く、理

由としては、他の一般科疾患と違い療養が長期化する傾向があったことや、過去収容

医療の色彩が強かったため、1 年以上の長期入院の統合失調症等である精神疾患の患

者が多いことです。長期入院が多かったため、当然高齢の精神疾患の患者が多く、平

成 29 年の患者調査では精神病床に 1 年以上入院している患者は約 17.2 万人で、その

うち 65 歳以上の高齢者は約 10.5 万人(構成比 61.1%)となっています。 
 

４．精神科が標榜する診療科名として広告可能な範囲 

診療科名を変更する場合、都道府県知事等に医療法に基づく開設許可等の変更届が必要

【経過措置】 看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き広告可

神経科、呼吸器科、消火器科、胃腸科、循環器科、

皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科

平成年２０年4月1日以降広告が認められない診療科名

児童精神科、

老年精神科 等
ロ．イに掲げる診療科名と（３）①～④の各事項を組合せた名称

精神科 等

イ．精神科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、ﾘｳﾏﾁ科、小児科、皮膚科、 泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、
病理診断科、臨床検査科、救急科

その他、次に掲げるもの

（４）

内科（循環器） 等④患者の症状、疾患の名称

心療内科 等③診療方法の名称

老年内科 等②患者の年齢、性別等の特性

神経内科 等①身体や臓器の名称

内科又は外科と、次に定める①～④の各事項を組合せた名称

（３）

外科外 科（２）

内科内 科（１）

具体例広告可能な診療科名 (平成20年4月1日施行）

 
(１)第 5 次医療法改正では、医療機関が院外に標榜できる診療科名を具体的名称に限定列挙

して定めていた方式を、平成20年4月1日より上記のような身体の部位や患者の疾患等、

一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式（包括的に定めた方式）に改められ

ました。 

(２)今回の見直しで、平成 20年 4月 1 日以降広告（標榜）できなくなる診療科名には神経科

等がありますが、同日前から広告している診療科名については、経過措置として看板の書
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き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き広告することが認められています。 

ただし、経過措置期間であっても、看板の書き換え等や新たに診療科名を変更する場合

は、都道府県知事（診療所の場合、保健所設置市は市長、特別区の場合は区長）に医療

法に基づく開設許可等の変更届が必要となります。 

(３)精神科病院の場合は、精神科単科ですので精神科（児童精神科、老年精神科）、神経内

科等を標榜する例が多いようです。また、精神科診療所では患者の来院に抵抗がなく、か

つ、主に精神的な疾患を有する患者が集まることを目的に心療内科と標榜している診療

所があるようです。 

(４)神経内科、心療内科は、標榜の上では精神科と同じような使われ方をしますが実際の診

療は違います。神経内科はパーキンソン病や認知症の治療が主となる診療科であり、心療

内科は内科を担当する医師が精神的な要因に基づく体の疾患を治療する科です。 
 

５．精神科病院の平均像 ～一般病院との比較～ 

比較項目 病院数 病床数 1病院当たり
病床数

病床利用率
※1

平均在院日数
※1

精神科病院 1,054 245,052 232.5 87 ％ 299.3 日

一般病院 7,246 1,284,163 177.2 79.2 ％ 23 日

比較項目
100床当たり 1日平均

外来患者数
※1

レセプト点数
（入院：点/日）

※2

医療法人
及び

個人(率)医師数 看護職員数

精神科病院 3.7 33.3 55.4 1,582 88.3

一般病院 16.1 64.6 174.5 5,037 68.5

精神科病院一般病院
の精神病床

精神病床
※ ここで使われる精神科病院とは精神病床のみを有する病院をいう。

出典：厚生労働省：令和元年医療施設調査等を加工して作成

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files? 
page=1&toukei=00450021&kikan=00450&tstat=000001030908&result_page=1

※1 令和元年病院報告

※2 厚生労働省：令和2年社会医療診療行為別調査報告

（入院時食事療養費を点数換算して含む）  

(１)精神科病院は過去長期入院が主流であったため、病床数が肥大化し 1 病院当たりの病床

数 232.5 床と一般病院(177.2 床)の約 1.3 倍の規模となっています。 

(２)平均在院日数は、一般病院の 23 日と比較すると、精神科病院は 299.3 日とかなり長くな

っています。そのため、結果的に病床利用率は、一般病院の 79.2％に比べ、精神科病院

は 87％と高い水準です。 

(３)1 日の外来患者数は、一般病院の場合は患者 1 人当たりの在院日数が短いため病床利用

率を維持するためには、病床数の 1.5 倍以上の患者数が必要と考えられます。しかし、精

神科病院の場合は長期入院患者の影響で病床利用率が高いため、多くの外来患者を必要

としなかったことや、立地条件が悪い場所にある病院が多いため、おのずと外来患者数が

少ない傾向がありました。 
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(４)病床数 100 床当たりの医師数、看護職員数は前述した通り人員配置基準が異なるため一

般病院よりかなり少なくなっています。(1.医療法上の精神科病院の位置づけを参照) 

(５)精神科病院は全病院の 88.3％が医療法人及び個人の病院で占められています。一般病院

の 68.5％と比較しても民間依存が高くなっています。これは昭和 29 年の全国精神障害者

実態調査の結果から、入院が必要な患者 35万人に対し病床は 100 分の 1 に満たない状況

であったため、病床の確保を目的に、国は医療法人の病院設置や運営に要する費用の国庫

補助の規定を設定し、飛躍的に医療法人の病院が増加した経緯があります。 

入院の１日当たり点数比較

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

一般病院

精神科病院

食事療養

入院料等

DPC包括評価等

検査

画像診断

投薬

注射

処置

手術

精神科専門療法

その他

入院時

食事療養費
入院料等

診断群分類によ

る包括評価等
検査 画像診断 注射 処置 手術 投薬

精神科
専門療法

その他 合計

193.4 1232.7 0 10.0 2.8 10.9 8.7 0.2 30.5 85.8 7.1 1,582
12.2% 77.9% 0.0% 0.6% 0.2% 0.7% 0.5% 0.01% 1.9% 5.4% 0.4% 100.0%
163.1 1126.6 2025.2 55.7 26.7 85.3 78.8 981.5 48.0 4.3 441.9 5,037

3.2% 22.4% 40.2% 1.1% 0.5% 1.7% 1.6% 19.5% 1.0% 0.1% 8.8% 100.0%

精神科病院

一般病院

1,379点

4,876点

出典：厚生労働省・令和２年社会医療診療行為別統計を加工して作成
（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/26-19c.html）

1,908円

1,607円

 

(６)入院 1日当たりの精神科病院の点数は一般病院の約１／3 となっています。 

これは、精神科病院の場合は一般病院に比べ、入院料の骨格である入院基本料等の点数が

低く設定されていることが考えられます。つまり、精神科病院は長期入院の割合が高く、

算定要件に平均在院日数の要件を組み込むことが困難であったため、結果的に一般病院

の入院料と比較すると低い点数となっています。 

令和元年社会医療診療行為別統計では、一般病院の入院に係る診療報酬は、入院料及びＤ

ＰＣによる包括評価項目、入院時食事療養費の構成比が約 66％であり、残り約 34％は手

術、処置、注射、検査等の治療点数で構成されています。ところが、精神科病院の入院に

係る診療報酬は、入院料及び入院時食事療養費の構成比が約 90％と高く、その他の治療

項目の構成比は約 10％と低くなっています。その結果として、精神科病院の入院に係る
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診療報酬が非常に低く抑えられていると考えられます。 

(７)精神科病院の入院に係る診療報酬は、入院料及び入院時食事療養費以外の項目について、

ほとんどが精神科専門療法(構成比 5.4％)と投薬(構成比 1.9％)で占められており、精神

科専門療法だけでなく、薬物療法も精神科における治療上極めて重要な手段となってい

ます。 
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